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●
期
　
　
日

10
月
11
日（
日
）

●
予
備
日

10
月
12
日（
月
・
祝
）

●
会
　
　
場

飛
島
学
園
運
動
場

●
集
合
整
列

午
前
８
時
30
分

●
競
技
開
始

午
前
９
時

★
自
由
参
加
種
目
に
参
加
さ
れ
た
方
に

は
、
お
楽
し
み
抽
選
番
号
付
き
参
加

賞
を
配
布
し
ま
す
。

多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま

す
。

詳
し
く
は
、
今
月
号
に
差
込
み
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
会
場
内
で
は
中
学
生
に
よ
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。

皆
さ
ま
、
地
区
を
あ
げ
て
奮
っ
て
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
内
生
涯
教
育
課

村
内
一
斉
大
清
掃
の

お
知
ら
せ

飛
島
村
民
体
育
祭
開
催
の

お
知
ら
せ

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

本
村
で
は
、
村
の
農
作
物
の
新
た
な

活
用
方
法
と
村
の
農
業
の
活
性
化
の
た

め
、
本
村
で
採
れ
た
新
鮮
な
野
菜
を

使
っ
た
お
弁
当
の
販
売
を
行
い
ま
す
。

今
回
の
お
弁
当
作
り
に
は
、Ｔ
Ｖ
・

ラ
ジ
オ
等
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
料
理
研

究
家
の
長
田
絢
さ
ん
を
迎
え
、
村
内
の

料
理
に
関
心
の
あ
る
方
々
と
共
同
で
本

村
に
し
か
な
い
お
弁
当
を
作
っ
て
み
ま

し
た
。

お
弁
当
に
は
、
本
村
で
採
れ
た
新
鮮

な
野
菜
と
豊
根
村
で
採
れ
た
旬
の
野
菜

を
使
い
、
ち
ょ
っ
と
新
し
い
味
と
昔
懐

か
し
い
味
の
料
理
を
組
み
合
わ
せ
て
み

ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
試
し
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

●
販
売
日
時

11
月
1
日(

日)

●
販
売
場
所

中
央
公
民
館

●
問
合
せ
先

開
発
部
経
済
課

と
び
し
ま
村
♥
と
よ
ね
村

と
び
・
と
よ
旬
菜
弁
当
の

限
定
販
売
を
行
い
ま
す
。

（
５
０
食
限
定
）

き
れ
い
な
村
づ
く
り
の
た
め
、
村
内

一
斉
に
清
掃
活
動
を
行
い
ま
す
。

各
戸
に
１
名
以
上
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

各
地
区
ご
と
に
区
長
の
指
導
の
も

と
、
道
路
や
公
園
な
ど
に
散
乱
す
る
ゴ

ミ
の
収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
日
　
　
時

10
月
18
日（
日
）

午
前
７
時
30
分
〜

※

清
掃
終
了
は
各
地
区
の
区
長
の
指
導

　

に
よ
り
ま
す
。

●
お
願
い

拾
っ
た
ゴ
ミ
は
お
手
数
で
す
が
家
庭

ゴ
ミ
と
同
様
に
分
別
し
て
く
だ
さ

い
。

個
人
の
粗
大
ゴ
ミ
は
、
別
に
許
可
を

と
っ
て
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。方
法

は
ゴ
ミ
収
集
計
画
カ
レ
ン
ダ
ー
に
ご

案
内
し
て
お
り
ま
す
が
、
ご
不
明
な

点
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
福
祉
課

電
気
設
備
改
修
工
事
に
伴
い
、
総
合

社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
を
左
記
の
と
お
り

臨
時
休
館
い
た
し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
臨
時
休
館
日

10
月
11
日（
日
）・
12
日（
月
・
祝
）

●
休
館
施
設

総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
全
館

・
中
央
公
民
館

・
公
民
館
ホ
ー
ル

・
総
合
体
育
館

●
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
内
生
涯
教
育
課

※写真はイメージです。
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第２回AOKT（あま・大治・蟹江・飛島）
地域間交流事業～普段は見られない社会見学～

参加者募集！！

●日　　時　11月13日（金）
　　　　　　午後０時15分　飛島村役場集合
　　　　　　午後４時45分　飛島村役場到着・解散予定
●対　　象　飛島村・あま市・大治町・蟹江町に在住・在勤の方
　　　　　　※小学生以下のお子様は保護者（20歳以上）のご同行が必要です。
●定　　員　各20名（定員を超えた場合は抽選）（４市町村合計80名）
●参 加 費　無料
●申込期限　10月23日（金）
●スケジュール

●申込み・問合せ先　総務部企画課　FAX 52-0089
 　　　　　　　　　　tb-kikaku@vill.tobishima.lg.jp

●申込方法

飛島村役場

飛島村役場

龍照院（蟹江町）蟹江町産業文化会館

・日光川水閘門（飛島村）

12:15

役場バス役場バス

役場バス

須成祭の映像紹介及び資料館
学芸員による説明等

建設中の新水閘門の現場見学・説明等

・株式会社東海木材相互市場西部市場（飛島村）
木材のプレカット等の様子を見学・説明等

ガイドボランティアによる
十一面観音立像ガイド等

役場バス

12:20

16:3016:45 15:00

12:50 13:45       14:00　　　　　　　　　 14:30

本村とあま市、大治町、蟹江町は、様々な分野で連携を図るための取組みを協議する場とし
て、平成２４年９月７日に「あま・大治・蟹江・飛島まちづくり連携会議（AOKT）」を設立しました。
あま市・大治町・蟹江町・飛島村の方々と親交を深めるAOKT地域間交流事業として、今
年度は蟹江町と飛島村の歴史・観光・産業・防災に関する場所を訪ねる「普段は見られない社
会見学」を開催します。
参加費は無料です。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

総務部企画課にお越しいただくか、飛島村公式ホームペー
ジから様式をダウンロードし、メール・FAXまたは郵送でお
送りください。お電話でのお申込みも受け付けます。バー
コードリーダー（QRコード）対応のスマートフォン・携帯電
話をお持ちの方は、右のQRコード画像を読み込んでいた
だくと申込みサイトにアクセスできます。 スマートフォン用 携帯用
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●国勢調査は，平成27年 10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●平成 27 年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で欠くことのできな
いデータを得るために実施するものです。

　調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、生活環
境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

●調査票には、あなたの世帯の世帯員をもれなく記入してください。
●記入いただいた調査票は、10月７日（水）までに、調査員に直接提出いただくか、調査票と
一緒にお配りした郵送提出用の封筒に入れて郵送でご提出いただけます。

※万一、調査票が届いていない場合は，総務部企画課までご連絡ください。
●問合せ先　総務部企画課

スマート国勢調査！
調査票の提出はお済みですか

10 月 7 日（水）までに提出をよろしくお願いします

総務省・愛知県・飛島村

〈国勢調査コールセンター〉

■設置期間／平成27年8月24日（月）～10月31日（土）
■受付時間／午前8時～午後9時(土曜・日曜及び祝日にもご利用になれます)

※IP電話の場合 03-4330-2015

0570-07-2015
※おかけ間違いのないようにご注意ください。※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、
全国一律で市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS の場合は、それぞれ所定の通話
料金となります。

※IP 電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。
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本
村
で
は
、私
立
高
校
や
私
立
専
修
学

校
高
等
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護

者
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
、授

業
料
の一部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

私
立
高
等
学
校（
専
修
学
校
高
等
課

程
）
に
在
籍
し
て
い
る
方
で
あ
っ
て
、

10
月
１
日
（
基
準
日
）
か
ら
引
き
続

き
飛
島
村
に
住
所
が
あ
る
こ
と
。

※

た
だ
し
、
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い

　

る
方
は
、補
助
対
象
外
と
し
ま
す
。

●
申
請
期
間

10
月
1
日（
木
）〜
11
月
30
日（
月
）

※

土
曜
・
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
午

　

前
９
時
〜
午
後
５
時

●
必
要
事
項

①
申
請
書

②
私
立
高
等
学
校
等
生
徒
調
書

③
村
税
納
付
状
況
を
徴
税
職
員
が
調
査

　

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
文
書

④
振
込
先
の
確
認
で
き
る
も
の（
預
金

　

通
帳
な
ど
）

⑤
印
鑑

※
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
に

　

あ
り
ま
す
。

●
補
助
金
額
　
年
額 

一 

万
円

●
申
請
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
内
教
育
課

体
罰
、
不
登
校
な
ど
子
ど
も
の
人
権

問
題
、い
じ
め
、女
性
、障
が
い
者
、高
齢

者
等
の
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受
付
し

ま
す
。

人
権
問
題
に
関
し
て
悩
み
や
疑
問
が

あ
り
ま
し
た
ら
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の

で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。相
談

料
は
無
料
で
す
。

●
日
　
　
時

10
月
7
日（
水
）

午
前
9
時
〜
11
時
30
分

●
開
催
場
所

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
１
階
会
議
室

●
相
談
担
当
者

津
島
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

南
部
地
区
人
権
擁
護
委
員

●
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
福
祉
課

人
権
特
設
相
談
所
の

ご
案
内

特
殊
詐
欺（
振
り
込
め
詐
欺
等
）、
空

き
巣
等
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
ぐ

こ
と
を
目
的
と
す
る
防
犯
対
策
に
要

し
た
経
費
の
補
助
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
。

●
対
象
者

村
内
に
住
所
を
有
す
る
方
（
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
）
ま

た
は
村
内
に
住
所
を
有
す
る
企
業

※

１
回
に
限
り
補
助
を
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
物

詐
欺
対
策
強
化
機
能
付
き
電
話
機
、

防
犯
カ
メ
ラ
ま
た
は
セ
ン
サ
ー
ラ
イ

ト
、
防
犯
ガ
ラ
ス
ま
た
は
防
犯
フ
ィ

ル
ム
、自
動
車
の
盗
難
防
止
装
置
等

●
補 

助 

率

購
入
金
額
の
２
分
の
１
の
額
、ま
た
は

１
０
，０
０
０
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

●
必
要
書
類

・
補
助
金
交
付
申
請
書

（
総
務
部
総
務
課
ま
た
は
、
飛
島
村

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

・
領
収
書
の
原
本

・
製
品
保
証
書
の
写
し

・
施
工
前
後
の
写
真

※

申
請
の
場
合
は
、印
鑑
、補
助
金
の
振

　

込
先
の
わ
か
る
書
類（
通
帳
等
）を

　

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
総
務
課

防
犯
対
策
補
助
金

私
立
高
校
等
の

授
業
料
を
補
助
し
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期
限
は
、

11
月
30
日（
月
）で
す
。こ
の
申
請
期
限

を
過
ぎ
る
と
、
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限

11
月
30
日（
月
）

●
申
請
・
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
福
祉
課

臨
時
福
祉
給
付
金
の

ご
案
内

ご
購
入
い
た
だ
い
た『
と
び
し
マ
ン
商

品
券
』の
有
効（
使
用
）期
限
が
迫
っ
て

い
ま
す
。

●
有
効
期
限

10
月
31
日（
土
）

期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
無
効
と
な 

り
ま
す
の
で
、ま
だ
お
手
元
に
商
品 

券
を
お
持
ち
の
方
は
、お
早
め
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

飛
島
村
商
工
会

使
い
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

「
と
び
し
マ
ン
商
品
券
」



2014年5月1日 広報とびしま 2015年10月1日

広報とびしま／2 0 1 5年 1 0月 10

information

行政相談週間（10月19日月～25日日）

ご利用ください！！「行政相談」
♥

●日　　　時
●場　　　所
●相談担当者

10月19日（月）午前10時～午後4時
ふれあいの郷　相談室
行政相談委員　伊藤和夫

●日　　時
●場　　所

●問合せ先

10月16日（金）午前10時～午後3時
ナディアパーク　３階デザインホール
地下鉄 栄駅７・８番出口から徒歩７分　
矢場町駅５・６番出口から徒歩５分　矢場公園北隣
総務省 中部管区行政評価局
名古屋市中区三の丸２-５-１　名古屋合同庁舎第２号館
☎０５２-９７２-７４１５

●日　　時
●場　　所
●問合せ先

10月28日（水）午後1時～4時
豊田市民文化会館　展示室Ａ
総務省　中部管区行政評価局　　☎０５２-９７２-７４１５
豊田市　市民福祉部市民相談課　☎０５６５-３４-６６２６

「行政相談」をご存知ですか？

※「行政相談委員」とは、総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで、皆さんの身近な相談相手です。

♥ 行政相談所

♥ 一日合同行政相談所の開設

　総務省では、国や特殊法人などの行っている仕事について、国民の皆様から苦情や意見・要望をお受けする「行政相談」を
行っています。
　この行政相談制度を、皆様に知っていただき、利用していただくため１０月１９日（月）～２５日（日）まで「行政相談週間」とし
て、本村でも、次のとおり、「行政相談所」が開設されます。
　年金、医療保険、税金、登記、環境衛生、消費者保護、交通安全、道路、窓口サービスなどについて、苦情やご意見・ご要望が
ありましたら、お気軽にご相談ください。
　相談は、無料で秘密は守られます。

　総務省中部管区行政評価局では、次のとおり、「行政・法律なんでも相談所」を開設し、年金、登記等の行政相談をはじめ、
税金に関する相談、相続・離婚などの法律相談も受け付けます。
　相談は、無料で秘密は守られます。どうぞ、お気軽にご利用ください。

名
古
屋
会
場

豊
田
会
場

『
魚
寿
司
』教
室

魚
寿
司
は
、
秋
祭
り
に
は
欠
か
せ
な

い
郷
土
の
味
で
す
。作
り
方
か
ら
学
べ

ま
す
。気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
　
　
時

①
下
ご
し
ら
え

10
月
17
日（
土
）

午
後
1
時
30
分
〜

②
寿
司
つ
け

10
月
30
日（
金
）

午
前
９
時
〜

●
対
　
　
象

村
内
在
住
・
在
勤
の
成
人
６
名

●
場
　
　
所

中
央
公
民
館　

調
理
実
習
室

●
指
導
者

飛
島
村
農
村
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

開
発
部
経
済
課

『
愛
知
県
最
低
賃
金
』は
、

10
月
１
日
か
ら
時
間
額
820
円

に
改
正
さ
れ
ま
す
。

愛
知
県
内
の
事
業
場
で
働
く
常
用
、

臨
時
、
パ
ー
ト
な
ど
す
べ
て
の
労
働
者

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
津
島
労
働
基
準
監
督
署

（
☎
２
６―

４
１
５
５
）
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。


